
令和 2年 4月 20日

野田義和市長

大阪維新の会東大阪市議団

金沢大貴 井越智嘉代

那須宏幸 中原健氏

高橋正子 森脇啓司

森田典博 笹谷勇介

新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書

新型コロナウイルス感染症は日増 しに増加の様相を見せ、東大阪市民の

暮 らしにも深刻な影響を及ぼしている。こうした中、東大阪市としても様々

な対策が行われていることは承知 しているが、さらなる市民の安全・安心

を確保するとともに、不安を解消するため、以下の対応に全力を挙げて取

り組むことを要望する。

記

1.厚生労働省が追認する形 となった ドライブスルーでのPCR検 査については、実施

場所を速やかに決定し、医療体制を整え、早急に行 うこと。

2.水道料金において支払猶予等の相談は行われているが、減免については平時の減免

措置が行われているだけである。減免拡大について早急に検討すること。

3.新型コロナウイルス感染症に関しての注意喚起を促す立て看板を作製 し、東大阪市

内の鉄道各駅頭に設置すること。

4.緊急事態宣言発令下の治安維持のため、所管警察との連携を密にし、巡回・指導の

強化など市民の安全に必要な事項は速やかに要望すること。

5.新型コロナウイルス対応は長期化の様相を呈している。持続可能な人員体制を構築

すること。特に健康部・保健所については早急に行 うこと。また、市職員について

は、こういった状況であるからこそ、さらに模範的行動をとるようにすること。

6.今後各種補償等の手続きは、その相談や受付の手法等については、ウェブを用いる

など、感染 リスクをなくす取 り組みも行い、かつ迅速な執行に努めること。

またホームページでの情報発信においては利用者 目線を重要視 したものにすること。

7.休業補償等の問題も出てきている。事業の見直し、新たな基金の設立あるいは財政

調整基金の取 りくず しなど財源の確保については市長主導のもと、確 りと行 うこと。

8.会派 として議員報酬 2割削減の要望書を議長に提出 しているが、市民と痛みを分か

ち合い、力を合わせ、共に戦 うためにも、職員の給与引き下げを要望する。

以上
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要望書について (回答)

令和 2年 4月 20日 付けで受付いたしました要望書につきまして、下記のとおり回
答いたします。

1.厚生労働省が進認する形となつた ドライプスルーでのPCR検査については、実施

場所を速やかに決定し、医療体制を整え、早急に行うこと。

《回答 :地域健康企画課》

国、府の方向性としてPCR検査数の拡充を積極的に進めることを求めているとこ
ろであることは認識しております。本市としましても実施場所と人員の確保に努め、
PCR検査検体採取実施機関の設置を検討してまいります。

2.水道料金:こおいて支払猶予等の相談は行われているが、減:免については平時の減免

措置が行われているだけである。滅免拡大について早急に検討すること。

《回答 :水道局経営企画室》

水道の基本料金を4ヵ 月間、 50%の減額を行います。

3.新型コロナウイルス感染症に閲しての注意喚起を促す立て看板を作製しt東大阪市

内の鉄道各駅頭に設置すること。
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《回答 :交通戦略室》

市内の鉄道事業者に、駅舎内における新型コロナウィルス感染症に関しての注意喚
起を促す案内表示の設置状況を確認し、必要であれば設置要望することを検討してま
いります。

《回答 :危機管理室》

緊急事態宣言発令下の治安維持に関して、緊急事態宣言発令直後に、市内 3警察署
に対し、夜間にヨンビニ、公園等で少年がたむろする件等について、巡回 。指導、警
戒警備の強化を要請しております。警察としても、特措法で特別な権限が設けられて
はいないが、法令の範囲内で対応し、治安維持に努めるとのことであります。この他、
感染拡大に伴う混乱等に乗じた各種犯罪の防止としてマスクの転売容疑に関する件、
特別定額給付金に関しての詐欺メール、電話等に関して警察署等と連絡、連携を行っ
ており、特別定額給付金に関する詐欺防止については、警察署担当者に市広報番組に
出演していただき、被害防止の啓発を促す事を計画しております。今後も治安の維持
確保に関する案件につきまして、迅速、緊密に連絡を取り合い連携を強化してまいり
ます。

4.緊急事態宣言発令下の治安維持のため、所管警察との連携を密にし、巡置・指導の
強化など市民の安全に必要な事項は速やかに要望すること。

5.新型コマナウイルス対応は長期化の様相を呈している。持続可能な人員体市曖を構築
すること。特に健康部・保健所については早急に行うこと。また、市職員:こついて
は、こういった状況であるからこそ、さらに棋範的行動をとるようにすること。

《回答 :地域健康企画課》

健康部、保健所においては新型コロナウイルス感染症患者が国内で発生して以降、
土日祝日、夜間時間帯に関係なく、患者対応、患者搬送、搬送車両の消毒等の対応を
行つているところです。重症患者の搬送においては消防局にも応援を求め、中等症・
軽症患者の搬送、事務応援についても行政管理部など一部の部局から応援体制を行っ
ていただいてるところではありますが、保健師等の専門職をはじめ健康部職員も疲弊
してきている状況にあります。新型コロナウイルス感染症対応については長期化する
ことも視野に入れながら、持続可能な人員体制の確保について、職員応援体制をはじ
め引き続き関係部局に働きかけてまいります。

《回答 :人事課》

新型コロナウイルス対応につきましては、緊急事態において新型コロナウイルス対
策業務を最優先とし、市民の生命と健康を守り、市民生活に重大な影響を及ぼす業務
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を継続することを基本に、感染拡大防止を強力に推進するため職員の出勤をできる限
り抑制するとともに、職員が感染した場合のリスクも想定した業務継続執行体制を確
保するため、職員の勤務体制を変更し交替制勤務等を導入したところです。一方で、
健康部保健所をはじめ、様々な部局で新型コロナウィルス関連による業務も増加して
いるところであり、体制が不足する所属・業務については、庁内横断的な職員の応援
体制を確保し取り組んでおりますが、引き続き各部局と情報共有し連携を図り、長期
化も見据えた持続可能な執行体制を構築してまいります。また、市職員に対しては、
感染予防や感染拡大防止に関する取組み等について、これまでも重ねて注意喚起を行
つているところですが、現在の社会的状況の中で、引き続き最大限の危機感をもって
公務員のモラルと社会常識を踏まえて行動するよう徹底してまいります。

6.今後各種補償等の手続きは、その相談や受付の手法等については、ウェプを用いる
など、感染リスクをなくす取り組みも行い、かつ迅速な執行に努めること。
またホームベージでの情報発信においては利用者日線を重要視したものにすること。

《回答 :産業総務課》

新型コロナウイルス感染症の影響については、当初の混乱期で融資相談業務の相談
窓口が混雑しており、相談者にお待ちいただくことが生じておりました。そのため、
5月 からは窓口対応に加えて郵送による受付対応を進めてまいります。
さらに、国はウェブ申請を行うなどの情報も得ておりますことから、その方針に基

づいて本市も手続きを進めていくことも検討してまいります。
また、情報発信については、市政だより5月 1日 号で国や関係機関が実施している

支援内容と相談窓日の一覧を掲載するとともに、市のホームページでの発信等を行っ
ております。今後とも、様々な広報媒体を活用しながら市民にわかりやすく適切な情
報発信を行つていくことに努めてまいります。

7.休業補償等の問題も出てきている。事業の見直 し、新たな基金の設立あるいは財政

調整基金の取 りくず しなど財源の確保については市長主導のもと、確 りと行 うこと。

《回答 :産業総務課・財政課》

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国の緊急事態宣言の発令を受け、大阪府にお
いても令和 2年 4月 7日 から5月 6日 までの期間、緊急事態措置がとられています。
大阪府は施設の使用制限による休業要請支援金事業を市町村との共同事業として実
施する予定であります。

本市も補正予算案に事業を計上し、事業参画の調整を進めているところであります
ので、大阪府と連携を進め、しっかりと事業対象事業者に対する周知を図りながら進
めてまいりたいと考えています。

新型コロナウイルス感染症は、市民の健康だけでなく、経済、教育、さらには先の



見えない心理的不安など深刻な影響をもたらしており、現下の状況を鑑みると長期的
な対応が必要となる可能性も否めません。このような状況を乗り切るため、地域の実
情に応じた施策を展開し、取り組んでいく必要がありますが、これらの施策の財源に
ついては、引き続き国等に要望してまいりますとともに、既存事業の見直し等、様々
な方策での確保に努めてまいります。

8.会派として議員報酬 2割削減の要饉書を議長に提出しているが、lF民と痛みを分か

ち合い、力を合わせ、共:こ戦うためにも、職員の給与り|き 下げを要望する。

《回答 :職員課》

職員の給与引き下げにつきましては、社会情勢、他都市の状況、国家公務員の動向
等を注視し、その必要性について、見極めてまいります。
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